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裁判所と庁舎の沿革

1 裁判所の設置

心
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年月 日 摘 要
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昭和22

昭和28

昭和47

平成2

平成19

初めて倉敷簡易裁判所が設置される。

管轄区域を倉敷市、都窪郡、吉備郡、児島郡のうち福田村、

興除村、藤田村、浅口郡のうち連島町、西阿知町と定める。

岡山地方裁判所倉敷支部、岡山家庭裁判所倉敷支部を設置、

管轄区域を倉敷簡易裁判所管轄区域と定める。

岡山地方裁判所倉敷支部の管轄区域を倉敷簡易裁判所及び玉

島簡易裁判所の管轄区域と改める（岡山地方・家庭裁判所玉

島支部が廃止されたことによる。 ） ◎

岡山地方裁判所倉敷支部に倉敷検察審査会を設置、管轄区域

を倉敷簡易裁判所及び玉島簡易裁判所の管轄区域と定める。

地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則の一部を改正する規

則並びに検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令の一

部を改正する政令の施行により、岡山地方・家庭裁判所笠岡

支部及び笠岡検察審査会を岡山地方・家庭裁判所倉敷支部及

び倉敷検察審査会にそれぞれ統合し、管轄区域を倉敷簡易裁

判所、玉島簡易裁判所及び笠岡簡易裁判所（ただし、家裁は

倉敷簡裁及び笠岡簡裁）の管轄区域と定める。

すべての執行事件（執行官が取扱う事件を除く。 ）が本庁に

集約となる。
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2庁舎
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平成13. 3. 16 庁舎改修工事竣工（増築棟1階に第2号ラウンドテーブル法

廷（旧記録庫）を設置）

（旧宿直室を改修して倉庫・庁務員室に、増築棟1階倉庫を

記録庫（可動式書庫）に、家裁書記官室改修（OAフロア） 、

増築棟玄関の自動ドア化、正門から玄関までの点字ブロック

設置）

庁舎改修工事竣工（増築棟1階書記官室、同2階支部長室、

裁判官室、庶務課のOAフロア整備工事及び既存棟執行官室

の記録庫撤去工事）

庁舎内部整備工事竣工（執行官室OAフロア整備工事）

庁舎改修工事竣工（家裁調査官の配置により家裁書記官室を

家裁書記官・調査官室に、倉庫、庁務員室を面接室1， 2及び

前室に改修）

点字タイル敷設工事竣工

屋上防水・外壁補修工事竣工

法廷改修、ラウンドテーブル法廷追加整備及び駐車場整備工

事竣工

平成14. 3. 29
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審判廷防音等工事竣工

構内禁止事項自立サイン設置工事竣工

庁舎煙突改修工事竣工

庁舎機械設備等改修工事竣工

点字ブロック設置工事竣工
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庁舎敷地東側及び南東側ブロック塀撤去並びに東側アルミ製

目隠しフェンス新設及び南東側コンクリート塀新設工事竣工

外灯等改修工事竣工

令和2． 2．28
I

令和3， 2． 24
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管轄区域図
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管内管轄区域及び人口一覧表

令和4年10月1日現在

倉敷市については令和4年9月末日現在の人口
■

※家裁について、笠岡出張所は受付のみ行い、倉敷支部にて手続が行われる。

－6‐

庁 名

支 部 簡裁 管轄市町村 人 口

岡山地方裁判所

倉敷支部

岡山家庭裁判所

倉敷支部

玉島出張所

笠岡出張所

倉敷

玉島

笠岡

倉 敷 市

(倉敷市役所児島

支所、玉島支所の

各所管区域及び旧

浅口郡船穂町を除

く。 ）

総 社 市

都 窪 郡

計

倉敷市のうち倉敷

市役所玉島支所の

所管区域及び旧浅

ロ郡船穂町

浅 口 市

浅 口 郡

計

笠 岡 市

井 原 市

小 田 郡

計
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岡山地方裁判所倉敷支部
岡山家庭裁判所倉敷支部
倉敷簡易裁判所
倉敷検察審査会
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裁判官配置表

（注）審判事件における①ないし⑤の事件種別は、次のとおりとする。

①の事件：別表第2の審判事件

②の事件：別表第1の審判事件のうち、親権喪失関係事件、児童福祉法関係事件

③の事件：別表第1の審判事件のうち、後見関係事件

④の事件：子の氏変更、相続放棄

⑤の事件：②ないし④以外の別表第1の審判事件

-9-

庁 名

(補職年月日）

官 職

(期･任官年月日）

氏 名

(年齢）
主要担当職務

倉敷支部

(R4.4.1)

『

判事（支）

兼簡裁判事(司）

(47期）

山本正道

（55）

民事単独1/5,保全1/3,民事調停､破産
1/2､保護命令l/3

家事審判①l/5､家事審判③l/5､家事審
判⑤1/5､家事調停l/5､人事訴訟1/5､保
全等1/3

倉敷支部

(R2.4. 1)

判事

兼簡裁判事

(54期）

木山智之

（45）

家事審判①3/5,家事審判②､家事審判③
3/5,家事審判④1/3,家事審判⑤3/5,家
事調停3/5,その他(履行勧告)1/3,共助．
雑．その他(履行勧告を除く）
(家裁本務）

(家裁玉島出張所へてん補）

倉敷支部

(R4.4. 1)

判事

兼簡裁判事

(56期）

三浦康子

（48）

民事単独2/5,保全l/3,証拠保全l/3
家事審判④1/3,その他(履行勧告)1/3，
人事訴訟2/5,保全等1/3
(家裁本務）

倉敷支部

(R2.4. 1).

判事

兼簡裁判事

(旧60期）

仲井葉月

（40）

民事単独2/5､保全l/3､過料･非訟､証拠
保全1/3,保護命令1/3
家事審判④1/3､その他(履行勧告)1/3、
人事訴訟2/5､保全等1/3

倉敷支部

(R3.4. 1)

判事補（特例）

兼簡裁判事

(66期）

横澤慶太

（ 34）

破産1/2,人身保護､証拠保全1/3,保護命
令1/3
刑事単独
家事審判①l/5,家事審判③l/5､、家事審
判⑤1/5､家事調停1/5

倉敷簡

(R4.8. 15)

簡裁判事

(H30.8. 1)

高 田禎子

（64）

民事通常､少額､保全､提訴前和解､公示
催告､過料
通常略式l1/20､令状

倉敷簡

(R4.2.6)

簡裁判事

(H18.8. 1)

谷政葉子

（62）

調停､刑事公判請求､通常略式9/20､令状
(笠岡簡裁本務）
(倉敷簡裁へてん補）



』

管理職員一覧表

令和4年11月1日現在
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庁 名 官 職 氏 名 。 備 考

岡山地家裁倉敷支部
倉敷簡裁

庶務課長 山下晃誉

岡山地裁倉敷支部
倉敷簡裁

上席主任書記官 森 茂

岡山地裁倉敷支部 主任書記官 中山克利

同 同 土井 燕

同 同 福田谷 誠

岡山家裁倉敷支部 上席主任書記官 森岡正樹

同 主任家庭裁判所調査官 小林 聡

|司

I

主任書記官 秋本英治
~

同 同 長尾祥子

倉敷簡裁 同 國重邦香

倉敷検審 検審局長 明関和彦



裁判官及び一般職職員の現在員数

令和4年11月1日現在

(注1） （ ）は他庁本務の兼務者を外数で示す。

(注2）簡裁裁判官数には、地裁・家裁で計上した人数(兼務者を含む｡)は含まない。

(注3）休職者及び育児休業中の者を除く。
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地裁 家裁 簡裁 検審 計

裁判官 3(2) 2(3) 1(1) 1■■■■■■■■

6

書記官 13 11(6) 5(1) I■■■■■■■■

29

家裁調査官 － 5 － q■■■■■■■ 5

事務官 5 2(6) 1(1) 4 12

執行官 0(3) q■■■■■■ 1■■■■■■■■ － 0

計 21(5) 20(15） 7(3) 4 52



調停委員現在員数

令和4年11月1日現在

(注） 兼務調停委員とは、民事調停委員においては、家事調停委員を本務とし、
民事調停委員を兼ねている者を示し、家事調停委員においては、民事調停
委員を本務とし、家事調停委員を兼ねている者を示す。

(注） （ ）内の数字は、本務調停委員のうち、他庁の民事調停委員を兼ねて
いる人数を示す（児島簡裁本務） 。
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事 項 民事調停委員 家事調停委員 計

本務調停委員

男性

女性

20(1)

16(1)

4

48

27

21

68(1)

43(1)

25

兼務調停委員

男性

女性

3

2

1

3

2

1

6

4

2

合 計

男性

女性

23(1)

18(1)

5

51

29

22

74(1)

47(1)



地裁民事訴訟事件

(通常,手形小切手,控訴,再審訴訟,行政行政再審訴訟）
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’ 2 1 3 32

■その他 161 157130 152 134 140160 149 128166 142 155 149 126 173

■本庁 11841132 1075 11551337 1225 1303 11981280 1305 1332 1241 1．3611320 1295
ノ

■倉敷 381398 385 374434 417 393423 424 429 440 439493 445 426
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地裁民事訴訟(一審通常訴訟)新受事件数

（平成29年を100とした場合の変遷）
(第一審通常訴訟のみ）
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一全国一広島高裁管内合計÷岡山地裁管内合計→一倉敷支部
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破産事件
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地裁刑事訴訟事件

(通常第一審事件）
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地裁刑事訴訟(一審通常)新受事件数

（平成29年を100とした場合の変遷）
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簡裁民事訴訟事件(少額訴訟を除く｡）

(通常,手形小切手,少額異議,再審）
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簡裁少額訴訟事件
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簡裁民事調停事件

1000
、

6

1 1

1 Ⅱ I

｜ ・
巾

900
1 1

ロ

ロ I
1 1

I

800

Ⅱ

ロ ロ

700

＝

600
1 1 1

言一

500
－

－ー

400 ■＝一一一一一一 － 一一

1 1 ｜ I ’ 1 1 ｜ ’ I I I I l H l l I I ’ 1 1 1

300 I

、

1 1 1 1 1 1 1 Ⅱ I ■ Ⅱ I ロ

斗卜 1 1 ロ I

200 I

■ ■ ロ

■■■
1100 ~n■■ ｢T-

ll ■｜ ｜■l l l
0

H291 30 1 R1 1 2 1 3
未済

H291 30 1 R1 1 2 1 3
新受

H291 30 I R1 1 2 1 3
既済

■.その他 33 36 38 50 36151 104 107 123 97 154 101 105 111 111

■岡山 391 313 420 309 202 398 322 408 329 197 93 84 96 76 81

■倉敷 128 124 126 94 103 18 27 29 33 25113 89 98 95 80

－20－



督促事件
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簡裁刑事訴訟事件

(通常第一審事件）
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略式事件
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家事審判事件
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家事審判新受事件数

(平成29年を100とした場合の変遷）

150.0

’ ９｜
り
｜
①

140.0

’

弓

4

130.0

J~‐~フフー
夕

120.0

110.0

100．0

1

90．0

30 R1 2 3H29

一全国一広島高裁管内合計÷岡山家裁管内合計÷倉敷支部
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家事調停事件
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遣産分割事件
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人事訴訟事件
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検察審査事件

●

－29－

受理人員

旧
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串
中
一
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29 1 ’ 7 0 0 7 8 0 0 5 0 0 0 5 3

30 3 6 1 0 7 10 0 0 7 0 2 0 9 1

31･元 1 7 0 0 7 8 0 0 4
，

1 2 0 7 1

2 1 4 0 0 4

G

5 0 0 3 1 0 0 4 1

3 1 3 0 0 3 ､4 0 0 4 0 0 0 4 0



地裁・民事事件長期未済事件調査表

令和4年10月31日現在

「

－30－

係属期間
3年

以上
4年
以上一

5年
以上

7年
以上

10年
以上

計

倉敷支部 5 0 0 0 0 5



家裁・家事事件長期未済事件調査表

令和4年10月31日現在

ワ

-31-

係属期間
3年

以上

4年
以上

5年

以上

7年

以上

10年
以上

計

倉敷支部 3 0 0 0 0 3


